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リサイクル倉庫はルールを守ってご利用ください。　問地域づくり課環境対策班　☎（70）0386

Focus

10.5pt平90％オブジェクト9.5pt正体オブジェクト

Focus

６月は環境月間 
〜今こそ節電にご協力を〜

あなたの住まいの耐震性は大丈夫ですか？ 
〜木造住宅耐震診断・改修補助事業補助金〜

新型インフルエンザ等対策行動計画（案）
に関するパブリックコメント

熱中症にご注意ください！

　汲取便槽や単独浄化槽を利用している住宅では、トイレ排水以外の生活排水が未処理のまま排出されていて、河川などの汚れの原因になっています。
▶対象＝市内在住で、汲取便槽・単独浄化槽から合併処理浄化槽に転換する方
　　　　（下水道計画区域、農業集落排水事業区域、コミニティ・プラント事業区域を除く）
▶補助上限額
・単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換
　5人槽＝612,000円
　6人～ 10人槽＝694,000円
・汲取便槽から合併処理浄化槽への転換
　5人槽＝532,000円
　6人～ 10人槽＝614,000円
※予算額に達し次第、締め切り。
▶申請方法＝交付申請書に添付書類を添えて提出（郵送、メール不可）
▶注意事項
・�新築、改築に伴い新たに浄化槽を設置する場合や、既に設置済み、
または工事などに着手中のものは対象外です。
・�補助の決定通知の到着後に、工事を行ってください。�
先行した場合は補助の対象外です。

申・問 �地域づくり課環境対策班　☎（70）0386

環境にやさしい生活を！〜合併処理浄化槽の設置補助金〜
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▲詳細

◇耐震診断とは
　旧耐震基準で設計されている建物の耐震性を確認します。健康診断同様、
まずは建物の状態を知ることから始めましょう。
◇耐震改修とは
　耐震診断の結果、耐震性が不足している建物の構造を補強します。
▶対象建物
①市内に所在している
②昭和56年5月31日以前に着工されたもの
③一戸建て
④在来軸組工法により建築され、地上２階建以下のもの
▶主な要件
①対象木造住宅を自己居住のために所有し、本市に住民登録がある方
②世帯全員が市税などを滞納していない方
▶補助上限額
・耐震診断＝8万円（費用の3分の2）
・�耐震改修＝100万円�
（設計・工事・監理費用の3分の2）
※予算額に達し次第、締め切り。
問都市整備課営繕室　☎（70）0366 ▲診断▲改修

　政府行動計画および千葉県行動計画が抜本的に改定されたことから、本市
でも市行動計画の改定に向けて、皆さんの意見を募集します。
▶閲覧・意見募集期間=6月1日㈪~30日㈫
▶閲覧場所=市HP、健康増進課、本庁舎行政情報コーナー（受付横）、中部
コミュニティセンター、白里公民館
▶対象=市内在住・在勤・在学の方および市内事業者など
▶提出方法=郵送、ファクス、メール、持参（健康増進課・閲覧場所の施設受付）
▶意見書配布場所=市HP、閲覧場所
▶その他
・�いただいたご意見は、プライバシーの保護
に十分留意の上、市の考え方と併せて後日
HPにて公表する予定です。
・�電話での受付、意見に対しての個別回答、
本件に直接関連の無いご意見への回答はし
ません。

申�・問健康増進課成人保健・予防班�
☎（72）8321　FAX（72）8322�
kenko@city.oamishirasato.lg.jp

　電力消費が増加する季節です。さらなる節電へご協力ください。
①エアコン ②照明 ③		電気ポット、	

温水便座の保温機能

外気の取り入れなどをし、
体調に影響しない範囲で
使用を減らしましょう。

植物による緑のカーテンや、
扇風機の活用も効果あり！

不要な照明は消灯し、
明るさも

調節しましょう。

極力使わず、
電源を切って
おきましょう。

④テレビ
つけっぱなしは×。
他のことを

しているときは、
ラジオがおすすめ！

⑤冷蔵庫 ドアの開閉を
できるだけ

減らしましょう。
お子さんにも
伝えましょう。

◇省電力製品の利用を
　近年、省電力設計がなされた家電製品が多く販売されるようになってきま
した。買い替えの際に注目してみてください。
問地域づくり課環境対策班　☎（70）0386

　次のアラートが発表されたときは、屋外での運動を控える、涼しい屋内で
過ごすなど、熱中症に十分注意し、小さなお子さんや高齢の方など、熱中症
にかかりやすい方への配慮もお願いします。
・熱中症警戒アラート=健康被害などが発生することが予想されるときに発表
・�熱中症特別警戒アラート=重大な健康被害が発生すると予想されるときに
発表。10月21日㈬まで発表される可能性あり。

〈どんなときに発表されるの?〉
　県内すべての観測地点で、暑さ指数（気温、湿度、輻
射熱などの要素が考慮されたもの）が35以上となるこ
とが予想されるときです。
〈発表されるのはいつ?〉
　危険な暑さが予想される日の前日14時ごろです。
〈どのように発表されるの?〉
　防災行政無線、テレビ・ラジオ、インターネットなど
で発表されます。
◇クーリングシェルターもご利用ください
　ご自宅や知人宅などに空調設備がない方向けに、一部の公共
施設や民間の店舗を開放します（受入人数に制限あり）。
問地域づくり課環境対策班　☎（70）0386

▲詳細


